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１ 業務の目的 

 福島県の本格的な復興・創生に向けては、今もなお続く風評を払拭することが重要となっており、それ

は本町においても同様である。 

 令和７年度に実施した調査結果において、風評の影響が大きいと考えられる層をターゲットにし、東京

都内の飲食店において町食材を使用したメニューを開発、提供することで、本町の食材の魅力や安心・安

全に係る正しい情報を認識してもらう。また、都市圏における本町の食材を使用した料理教室の開催、参

加者と農家のオンライン交流、参加者を対象とした鏡石町を実際に訪問するモニターツアー等を通じ、安

心・安全を感じてもらう。 

 

２ 業務の概要 

（１）事業名称 

鏡石町風評払拭のためのデジタルコンテンツ発信事業業務委託（鏡石町の食材とデジタルを活用した

魅力発信） 

（２）業務内容  

  別紙「鏡石町風評払拭のためのデジタルコンテンツ発信事業（鏡石町の食材とデジタルを活用した魅

力発信）企画提案仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３）契約期間 

  契約締結の日から令和９年３月１２日（金）まで 

（４）提案限度額 （消費税及び地方消費税を含む） 

以下に示す事業価格の範囲で業務内容を提案すること。 

７，０００，０００円 

（５）本入札は、福島再生加速化交付金（福島定住等緊急支援（地域魅力向上・発信支援））交付要綱（令

和３年５月 27日付け復本第 1062号）第８条第１項の交付決定（以下「交付決定」という。）が行わ

れることを前提条件とする入札とする。このため、交付決定がされなかった場合等には、本入札を中

止することがある。 

 

３ 業者選定方法 

  資格審査後の指名業者によるプロポーザル方式により選定する。 

 

４ 業務提案参加資格 

（１）工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱（昭和６２年１月

制定。以下「指名等に関する要綱）」という。）第５条第１項に規定する工事等請負有資格者名簿に登

録されている者であること。 

（２）指名等に関する要綱第１１条の規定に基づく指名停止期間中の者でないこと。 

（３）鏡石町暴力団排除条例（平成 24年 3月 15日制定）に基づく排除措置に該当する者でないこと。 

（４）福島県内に本店又は支店及び営業所を有する者であること。 

（５）過去の一定期間において、地方公共団体等が発注した類似業務に関し受注実績があり、確実に履行

できる者であること。 

（６）会社更生法（昭和 27年法律第 172号）に基づき，更生手続き又は民事再生法の（平成 11年法律第

225号）に基づく再生手続き中の者でないこと。 

  

５ 実施要領等に係る質問及び回答 

本実施要領に対し質問がある場合は、別添「質問票（書式１）」に記載の上、下記によること。 

（１）受付期間 

令和８年５月２５日（月）まで 

（２）受付方法 電子メールにより、下記宛先に「質問票」を添付し、送信すること。  



鏡石町産業課振興グループ 浅川 宛て 

  電子メール：sangyo@town.kagamiishi.lg.jp 

（３）質問に対する回答 

随時、町ホームページ上で回答する。 

 

６ 参加申込書の提出について 

本業務に参加を希望する場合は、「参加申請書（様式１）」及び「確認書（様式２）」に記載の上、下記

によること。 

（１）受付期間 

令和８年５月２８日（木）まで 

（２）提出方法 持参（土日・祝日及び時間外は受け付けない。）又は郵送とする。 

        なお、郵送により提出する場合は、提出期限までに必着のこと。 

（３）提出先 〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町中央５９番地 

          鏡石町産業課 振興グループ（鏡石町勤労青少年ホーム内） 

          TEL:0248-62-2118 FAX:0248-62-2550 

          E-mail:sangyo@town.kagamiishi.lg.jp 

  ※参加資格の確認が出来れば、町から「指名通知書」が通知されます。 

 

７ 企画提案書の作成要領等 

（１）企画提案書 

   ①提出する提案書の規格はＡ４版片とじ・横書き・片面印刷とする。 

   ②企画提案書は「１社１案」とする。ＰＲしたいポイントや記載内容の理由・背景など、提案趣 

旨を明確に示し、様式に定められた内容にまとめること。 

なお、提出を求められていない資料の添付や、指定枚数を超えた場合、指定様式以外での提出の

場合は減点の対象となるので留意すること。 

 

８ 提出書類 

（１）企画提案提出書（様式３） １ 部 

（２）会社概要書（様式４） ７ 部 

（３）過去３年間の同種・又は類似の業務（様式５） ７ 部 

（４）企画提案書の概要（様式６） ７ 部 

（５）企画提案書（様式自由） ７ 部 

おおむね 15 ページ以内とし，別紙「採点評価項目」の内容が分かるよう記載すること。さら 

に現行のサイトにおける課題や問題点を併せて記載すること。  

（６）見積書（様式任意） 

   様式は任意とするが、業務内容の項目ごとの内訳を記載すること。 

（７）提出書類の編さん方法 

   １部は（１）～（６）までを順番どおりに綴じ、左側に２穴を開け、綴り紐等で綴じること。 

残り６部については、（２）～（６）までの文書を順番どおりに綴じ、左側に２穴を開け、綴り 

紐等で１部ずつ綴じること。 

（８）電子媒体 

紙媒体で提出する全ての文書を CD-R 等の電子媒体に格納し、１部提出すること。 

 

９ 企画提案書等の提出書類の期限等 

 （１）提出期限 「指名通知書」通知後から令和８年６月３日（水）午後５時まで（必着） 

 （２）提出方法 持参（土日・祝日及び時間外は受け付けない。）又は郵送とする。 



         なお、郵送により提出する場合は、提出期限までに必着のこと。 

         また、提出された書類の差替えは認めないこととする。 

 

 （３）提出先 〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町中央５９番地 

           産業課 振興グループ（鏡石町勤労青少年ホーム内） 

           TEL:0248-62-2118 FAX:0248-62-2550 

           E-mail:sangyo@town.kagamiishi.lg.jp 

 

１０ 選定方法 

企画提案書のプレゼンテーション（以下「プレゼン」という。）を実施するので、提案者は指定された 

日時に出席し、提案内容を説明するものとする。 

（１）開催日時 令和８年６月８日（月）※時間は別途通知 

（２）開催場所 鏡石町勤労青少年ホーム 会議室（２階）（鏡石町中央５９番地） 

（３）発表時間 １社当たり、準備に３分以内、発表に 15分以内でプレゼンを行い、発表後に委員 

の質疑の時間を５分程度設け、片付けを３分以内に終了するものとする。 

（４）注意事項  

   ①発表は企画提案の趣旨等を明確に説明すること。 

   ②発表する者は、業務の主担当者とし、説明会場に入室できるのは３名までとする。 

   ③プレゼンを行う順番は、提案書の提出順とし、開催日時前に発表順序を通知する。なお、同日に

提案書が提出された場合は、町が実施する抽選により決定する。 

   ④プレゼンの時間超過は認めない。 

   ⑤発表にあたっては、フリップ、OHP、パワーポイントなどの使用は可とする。 

    （スクリーン及びプロジェクターは町で準備する。）ただし、事前にその旨を申出るとともに、

プレゼン会場には自己の責任で準備を行うこと。撤収も同様とする。 

 

１１ 企画提案を特定するための評価項目 

別紙「採点評価項目」による 

 

１２ 審査方法 

（１）鏡石町副町長、総務課長、都市建設課長、上下水道課長、産業課長が審査を行う。 

（２）審査方法は、審査項目ごとの評価点数の合計点数で競う「総合評価方式」により行う。 

（３）各審査項目の評価基準については、別紙「採点評価項目」のとおりとする。なお、評価点数は 

審査員の平均点（小数点以下第４位を四捨五入する。）とする。 

（４）契約予定者としての選定は、各審査項目の評価点を合計し、100点満点で選定する。 

 

１３ 契約予定者の選定 

  審査の結果、総合点数の最も高い企画提案書を提出した提案者（以下「最高得点提案者」という。）

を契約予定者として選定する。ただし、最高得点提案者が契約締結日までに建設業者等指名除外要綱の

規定に基づく指名停止を受けた場合及び最高得点提案者が契約を拒んだ場合は、次順位の者を新たに受

託予定者として手続きを行うものとし、受託予定者が前記の場合となったときも同様とする。 

  なお、最高得点提案者が複数ある場合は、選定者の議決により選定するものとする。 

  また、企画提案者が１社だった場合は、各審査員による評価の合計の平均点が 60 点以上の場合は、

当該企画提案者として選定する。 

 

１４ 審査結果の通知 

  審査の結果、当選者を決定した場合は、文書にて令和８年６月１１日（木）までに結果を通知する。



なお、審査結果については、異議の申立は受け付けないものとする。 

１５ 提案者の失格 

  提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）提出期限までに企画提案書が提出されなかった場合。 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合。 

（３）会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合。 

（４）審査の公平性を害する行為があった場合。 

（５）前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等、総務課長が失格で 

あると認めた場合。 

 

１６ その他の留意事項 

（１）プレゼンにより選定された受託予定者と協議の上、随意契約を締結する。 

（２）企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。 

（３）提出された企画提案書は、返却しない。 

（４）提出された企画提案書は、提案者に無断で、提案の審査以外の目的に使用しない。 

（５）提出期限後における企画提案書の差替え及び再提出は認めない。 

（６）企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加申込書及び企画提案書を無効とするとともに虚 

偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鏡石町デジタルコンテンツ発信事業業務委託 

（鏡石町の食材とデジタルを活用した魅力発信）に係るスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項目 日程 

1 実施要領・仕様書に関する質問受付・回答 令和８年５月２５日（月）まで 

2 参加申込書類の受付期限 
令和８年５月２８日（木）まで 

※参加資格が確認された場合、指名通知書を送付します。  

3 企画提案書の提出期限 令和８年６月３日（水） 

4 プレゼンテーション、選考 令和８年６月８日（月） 

5 審査結果の公表 令和８年６月１１日（木）まで 



別紙１ 
採点評価項目 

     
     

評価項目 審査基準 配点 

１．内容点 ① 企画概要 ・業務目的、内容を十分に理解した提案になってい

るか。 

・事業実現に向けて意欲的な内容及びコンセプト

を提示しているか。 

10 

② 業務遂行能力 ・業務を実施する上で十分な体制は適切か。 

・業務を円滑に実施できる計画になっているか。 

・本業務と類似の実績はあるか。もしくは、類似事

業に関して特筆した実績があるか。 

20 

③ 企画力 ・業務を理解した内容となっているか。 

・業務に沿った企画となっているか。 

・企画内容が独創性を伴う内容となっているか。 

・町食材使用メニューの開発・提供、料理教室、モ

ニターツアーの一連の業務がつながりのある内容

となっているか。 

30 

④ プレゼンテーション及

びヒアリング 

・説明に説得力があるか。 

・業務に対する意欲を感じられるか。 

・発信効果が高く、効果的な情報発信が期待できる

か。 

・知識/経験が備わったプレゼンテーションとなっ

ているか。 

・質問に対して的確な回答となっているか。 

20 

２．価格点 ① 見積額 適正な見積額となっているか 20 

合計         

 

 

 

 

 


